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第
１
表
　

歳
入

歳
出
予

算
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1
1
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6
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7
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業
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議案第２号  

 

令和６年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計予算  

 

令和６年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計予算を別冊のとおり定める

ことについて、組合議会の議決を求める。  

 

令和６年２月２日提出  

 

萩・長門清掃一部事務組合  

管理者   田   中   文   夫  
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議案第３号 

萩・長門清掃一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例 

令和６年２月２日提出 

萩・長門清掃一部事務組合 

管理者  田  中  文  夫 

 

萩・長門清掃一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例  

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。）第２４条第５項の規定に基づき、法第３条第２項に規定する一般職に属

する職員（以下「職員」という。）の給与に関する事項について定めるものとす

る。 

（給与）  

第 ２ 条  職員の給与については、萩市一般職の職員の給与に関する条例（平成

１７年萩市条例第５２号）の例による。  

２ 前項の規定にかかわらず、萩・長門清掃一部事務組合規約（平成２２年指令

平２１市町第３５３１号）第２条の市から組合に派遣された職員は、当該職員

を派遣した市の定める給与に関する条例（当該条例の規定に基づき定められた

規則及び規程を含む。）によるものとする。  

（委任）  

第３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は管理者が

別に定める。  

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４号 

萩・長門清掃一部事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例 

令和６年２月２日提出 

萩・長門清掃一部事務組合 

管理者  田  中  文  夫 

 

萩・長門清掃一部事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例  

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第

５項及び第２０４条第３項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第２４条第５項の規定に基づき、法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与、旅費

及び費用弁償について定めるものとする。 

（準用）  

第２条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償については、萩市会計年度

任用職員の給与等に関する条例（令和元年萩市条例第７号）の例による。  

（委任）  

第３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は管理者が

別に定める。  

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

-11-



 

-12-



議案第５号 

萩・長門清掃一部事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例 

令和６年２月２日提出 

萩・長門清掃一部事務組合 

管理者  田  中  文  夫 

 

萩・長門清掃一部事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

一部を改正する条例  

 

萩・長門清掃一部事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

２２年萩・長門清掃一部事務組合条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「占める職員」の次に「及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる職

員」を加える。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６号 

萩・長門清掃一部事務組合報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

令和６年２月２日提出 

萩・長門清掃一部事務組合 

管理者  田  中  文  夫 

 

萩・長門清掃一部事務組合報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例  

 

萩・長門清掃一部事務組合報酬及び費用弁償条例（平成２２年萩・長門清掃一

部事務組合条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に、「第２８条

の５第１項」を「第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員及び第２２

条の４第１項」に改める。 

 別表公平委員会の委員の部を削る。 

 

附 則 

 この条例は、令和６年４月 1 日から施行する。 
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議案第７号 

萩・長門清掃一部事務組合公平委員会設置条例を廃止する条例 

令和６年２月２日提出 

萩・長門清掃一部事務組合 

管理者  田  中  文  夫 

 

萩・長門清掃一部事務組合公平委員会設置条例を廃止する条例  

 

萩・長門清掃一部事務組合公平委員会設置条例（平成２２年萩・長門清掃一部

事務組合条例第４号）は、廃止する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （萩・長門清掃一部事務組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

の一部改正） 

２ 萩・長門清掃一部事務組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

（令和３年萩・長門清掃一部事務組合条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条中第３号を削り、第４号を第３号とする。 
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議案第８号 

萩・長門清掃一部事務組合行政不服審査法施行条例を廃止する条例 

令和６年２月２日提出 

萩・長門清掃一部事務組合 

管理者  田  中  文  夫 

 

萩・長門清掃一部事務組合行政不服審査法施行条例を廃止する条例  

 

萩・長門清掃一部事務組合行政不服審査法施行条例（平成２８年萩・長門清掃

一部事務組合条例第１号）は、廃止する。 

 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第９号  

  

山口県市町総合事務組合への加入について  

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９０条の規定により、令和６年

４月１日から、別紙規約のとおり山口県市町総合事務組合に加入することにつ

いて、組合議会の議決を求める。  

 

令和６年２月２日提出  

萩・長門清掃一部事務組合  

管理者   田   中   文   夫  
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＋（案） 

山口県市町総合事務組合規約 

         （平成 18年 10月１日指令平 18市町第 815号） 

改正 平成 19 年 2 月 1 日指令平 18 市町第 1248 号 

平成 19 年 3 月 30 日指令平 18 市町第 1531 号

平成 20 年 3 月 17 日指令平 19 市町第 1567 号

平成 20 年 3 月 21 日指令平 19 市町第 1606 号

平成 20 年 3 月 21 日指令平 19 市町第 1610 号

平成 21 年 3 月 31 日指令平 20 市町第 1563 号

平成 22 年 1 月 14 日指令平 21 市町第 3297 号

平成 22 年 3 月 31 日指令平 21 市町第 3563 号

平成 22 年 11 月 2 日指令平 22 市町第 646 号

平成 23 年 1 月 27 日指令平 22 市町第 893 号

平成 23 年 3 月 31 日指令平 22 市町第 1101 号

平成 24 年 2 月 1 日指令平 23 市町第 855 号

平成 24 年 3 月 30 日指令平 23 市町第 1040 号

平成 25 年 3 月 29 日指令平 24 市町第 989 号

平成 26 年 1 月 20 日指令平 25 市町第 789 号

平成 26 年 4 月 1 日指令平 26 市町第 24 号

平成 27 年 3 月 31 日指令平 26 市町第 1186 号

平成 28 年 3 月 31 日指令平 27 市町第 1182 号

平成 29 年 3 月 29 日指令平 28 市町第 1178 号

平成 31 年 3 月 29 日指令平 30 市町第 1031 号

令和 2 年 3 月 31 日指令平 31 市町第 1030 号

令和 3 年 3 月 30 日指令令 2 市町第 1096 号

令和 4 年 3 月 30 日指令令 3 市町第 1148 号

令和 5 年 3 月 31 日指令令 4 市町第 1362 号

令和  年  月   日指令令  市町第    号 

3 1 号 

2 2 市 町 第  8 9 3 号 

平 成 2 3 年 3 月 3 1 

   第１章 総 則 

 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、山口県市町総合事務組合（以下「組合」という。）という。 

 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、別表第１に掲げる地方公共団体（以下「組合市町等」という。）をもって

組織する。 
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（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次の各号に掲げる事務のうち、別表第２の右欄に掲げる組合市町等に係

る同表左欄の事務を共同処理する。 

（１）災害対策のために行う積立金に関する事務 

（２）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 204 条第２項の規定による常勤の職員及

びその遺族に対する退職手当の支給に関する事務 

（３）消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 24 条第１項の規定による非常勤消防団

員、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 36 条の３の規定による消防作業に従事し

た者又は救急業務に協力した者、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 45 条の規定

による水防に従事した者及び災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 84 条第

１項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務 

（４）消防組織法第 25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

事務 

（５）消防職員及び非常勤消防団員に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給

に関する事務 

（６）地方公務員災害補償法（昭和 42年法律第 121号）第 69条及び第 70条の規定によ

る非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務 

（７）公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（昭

和 32年法律第 143号）第２条に規定する公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務 

（８）地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第７条第３項の規定による公平委員会の

設置及び同法第８条第２項に規定する公平委員会の権限に関する事務 

（９）住民の交通災害共済に関する事務 

（10）山口県自治会館の設置及び管理運営に関する事務 

（11）行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）第 81条第１項の規定による機関の設置

及び当該機関の権限に関する事務 

 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、山口市大手町９番 11号に置く。 

 

   第２章 組合の議会 

 

（組合の議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は 10人とし、次の各号に定め

るところによる。 

（１）市町の長のうちから互選した者 ８人 

（２）市町の議会の議長のうちから互選した者 ２人 

２ 議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを補充しなければならない。 

 

（議員の任期等） 

第６条 議員の任期は、２年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とす
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る。 

２ 議員は、市町の長又は議会の議長でなくなったときは、その職を失う。 

３ 議員には、報酬を支給しない。 

 

（特別議決） 

第７条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町等の一部に係るものについては、

当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議

員の過半数でこれを決する。 

 

   第３章 組合の執行機関 

 

（組合の執行機関の組織及び選任の方法） 

第８条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各１人を置く。 

２ 管理者及び副管理者は、市町の長が、議員以外の市町の長のうちから互選する。 

３ 会計管理者は、第 12条第２項に規定する職員のうちから管理者が任命する。 

 

（管理者及び副管理者の任期等） 

第９条 管理者及び副管理者の任期は、２年とする。 

２ 管理者及び副管理者は、市町の長の職を失ったときは、その職を失う。 

３ 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。 

４ 管理者及び副管理者にともに事故があるときは、管理者があらかじめ指定する者がそ

の職務を代理する。 

５ 管理者及び副管理者には、給料を支給しない。 

 

（監査委員） 

第 10条 組合に監査委員３人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから２人、議

員のうちから１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては２年とし、議

員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任される

までの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 

（公平委員会） 

第 11条 組合に、第３条第８号に規定する事務を行うため、山口県市町公平委員会（以下

「公平委員会」という。）を置く。 

２ 公平委員会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、選任する。 

３ 管理者は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴等を関係組合市町等の長

に通知しなければならない。 

 

（行政不服審査会）  

第 11条の２ 組合に、第３条第 11号に規定する事務を行うため、山口県市町行政不服審
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査会（以下「行政不服審査会」という。）を置く。 

２ 行政不服審査会は、３人の委員をもって組織する。 

３ 行政不服審査会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。 

４ 行政不服審査会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

５ 管理者は、第３項の規定により選任された委員の氏名及び経歴等を関係組合市町等の

長に通知しなければならない。 

６ 行政不服審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

７ 会長は、会務を総理し、行政不服審査会を代表する。 

８ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、

その職務を代理する。 

９ 行政不服審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員の

選任後最初に開かれる会議は、管理者が招集する。 

10 会議の議長は、会長をもって充てる。 

11 会議は、３人の委員が出席しなければ、開くことができない。ただし、会議を開かな

ければ審査関係人（行政不服審査法第 74条に規定する審査関係人をいう。）の利益の保

護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、２人の委員が出席すれ

ば会議を開くことができる。 

12 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

13 行政不服審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くこ

とができる。 

14 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が任命する。 

15 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

16 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 

17 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も同様とする。 

18 行政不服審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。 

19 前各項に定めるもののほか、行政不服審査会の運営について必要な事項は、会長が行

政不服審査会に諮って定める。 

 

（事務局の設置及び職員） 

第 12条 組合に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長その他の職員を置く。 

３ 前項の職員は、管理者が任免し、その定数は、別に条例で定める。 

 

   第４章 組合の経費の支弁の方法 

 

（組合の経費の支弁の方法） 

第 13条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。 

（１）組合市町等の負担金 
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（２）組合の財産から生ずる収入 

（３）その他の収入 

２ 前項の負担金の額及びその納付方法については、別に条例で定める。 

 

   第５章 雑 則 

 

（還付金等） 

第 14条 組合市町等が組合から脱退しようとする場合の還付金等の取扱いについては、別

に条例で定める。 

（その他） 

第 15条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

（施行期日）  

１ この規約は、平成 18年 10月１日から施行する。 

（事務の承継） 

２ 組合は、平成 18年９月 30日をもって解散する山口県市町村災害基金組合、山口県市

町村職員退職手当組合、山口県市町村消防団員補償等組合、山口県市町村非常勤職員公

務災害補償組合及び山口県自治会館管理組合の一切の事務並びに同日をもって廃止する

山口県市町村公平委員会及び市町村交通災害共済再共済事業に属する一切の事務を承継

する。 

（経過措置） 

３ この規約の施行の日の前日に在職する山口県市町村災害基金組合の組合長は、この規

約に基づく管理者が選出されるまでの間、その職務を行う。 

４ この規約の施行の日の前日に在職する山口県市町村公平委員会の委員は、規約第１１

条の規定により設置された公平委員会の委員とみなし、その任期は山口県市町村公平委

員会規約による選任の日からこれを起算する。 

 

   附 則（平成 19年 2月 1日指令平 18市町第 1248号） 

この規約は、平成 19年２月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 19年 3月 30日指令平 18市町第 1531号） 

この規約は、平成 19年４月１日から施行する。 

  

  附 則（平成 20年 3月 17日指令平 19市町第 1567号） 

この規約は、平成 20年３月 21日から施行する。 

 

  附 則（平成 20年 3月 21日指令平 19市町第 1606号） 

この規約は、平成 20年３月 21日から施行する。 

  

  附 則（平成 20年 3月 21日指令平 19市町第 1610号） 

この規約は、平成 20年４月１日から施行する。 
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  附 則（平成 21年 3月 31日指令平 20市町第 1563号） 

この規約は、平成 21年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 22年 1月 14日指令平 21市町第 3297号） 

この規約は、平成 22年１月 16日から施行する。 

 

  附 則（平成 22年 3月 31日指令平 21市町第 3563号） 

この規約は、平成 22年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 22年 11月 2日指令平 22市町第 646号） 

この規約は、平成 23年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 23年 1月 27日指令平 22市町第 893号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。 

 

  附 則（平成 23年 3月 31日指令平 22市町第 1101号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成 23年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成 24年 2月 1日指令平 23市町第 855号） 

この規約は、平成 24年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 24年 3月 30日指令平 23市町第 1040号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成 24年４月１日から適用する。 

 

  附 則（平成 25年 3月 29日指令平 24市町第 989号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

 

  附 則（平成 26年 1月 20日指令平 25市町第 789号） 

この規約は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 26年 4月 1日指令平 26市町第 24号） 

この規約は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27年 3月 31日指令平 26市町第 1186号） 

この規約は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 28年 3月 31日指令平 27市町第 1182号） 

この規約は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29年 3月 29日指令平 28市町第 1178号） 
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この規約は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 31年 3月 29日指令平 30市町第 1031号） 

この規約は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和 2年 3月 31日指令平 31市町第 1030号） 

 （施行期日） 

１  この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  改正後の山口県市町総合事務組合規約別表第３の規定は、この規約の施行の日以後

に被災する非常勤の職員について適用し、同日前に被災した非常勤の職員については、

なお従前の例による。 

 

附 則（令和３年３月３０日指令令２市町第 1096号） 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月３０日指令令３市町第 1148号） 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月３１日指令令４市町第 1362号） 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和 年 月  日指令令 市町第   号） 

この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１ 組合を組織する地方公共団体（第２条関係） 

山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生

組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区

広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環境施設組合、柳井地域

広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門

清掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合 

 

 

 

 別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体（第３条関係） 

共 同 処 理 す る 事 務 共  同  処  理  す  る  団  体 

１ 第３条第１号に規定

する事務 

山口県内の全市町 
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２ 第３条第２号に規定

する事務 

 

宇部市（交通局に限る｡)、周防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町、玖珂地方老人福祉施設組合、

周東環境衛生組合、熊南総合事務組合、山口県市町総合事

務組合 

３ 第３条第３号に規定

する事務 

長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町 

４ 第３条第４号に規定

する事務 

長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町 

５ 第３条第５号に規定

する事務 

長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町、柳井地区広域消防組合 

６ 第３条第６号に規定

する事務 

宇部市（別表第３に規定する非常勤の職員に限る｡)、 山口

市（別表第３に規定する非常勤の職員に限る｡)、防府市、

下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、

山陽小野田市（別表第３に規定する非常勤の職員に限る｡)、

周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、

周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東

環境衛生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組

合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地

区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環境施設組合、

柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、山口

県後期高齢者医療広域連合 

７ 第３条第７号に規定

する事務 

下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、

周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 

８ 第３条第８号に規定

する事務 

宇部市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、

山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、

平生町、阿武町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福

祉施設組合、周東環境衛生組合、熊南総合事務組合、周南

地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組

合、周南東部環境施設組合、山口県市町総合事務組合、山

口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門清掃一部事務組合、

宇部・山陽小野田消防組合 

９ 第３条第９号に規定

する事務 

萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、

山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、

平生町、阿武町 

10 第３条第 10号に規定す

る事務  

山口県内の全市町 
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11 第３条第 11 号に規定

する事務 

山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人

福祉施設組合、周東環境衛生組合、田布施・平生水道企業

団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区

広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南

東部環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町

総合事務組合、萩・長門清掃一部事務組合、宇部・山陽小

野田消防組合 

 

別表第３ 第３条第６号に規定する事務の対象とする非常勤の職員（第３条関係）  

団  体 対象とする非常勤の職員 

宇部市 １ 地方公務員法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員 

２ 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用された嘱託職員 

山口市 地方公務員法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員 

山陽小野田市 地方公務員法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員 
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令和５年度 

 

一般会計補正予算説明書 
 

（令和６年２月萩・長門清掃一部事務組合議会定例会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計補正予算（第 1 号）に関する説明書 
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１．総　括

（歳　入） （単位：千円）

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

１． 分担金及び負担金 290,881 △ 28,111 262,770

２． 使用料及び手数料 159,385 6,000 165,385

４． 繰越金 1 14,916 14,917

５． 諸収入 33,403 △ 3,228 30,175

483,700 △ 10,423 473,277

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

款

歳 入 合 計
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（歳　出） （単位：千円）

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

２． 総務費 24,542 1,190 25,732 1,190

３． 衛生費 457,837 △ 11,613 446,224 △11,613

483,700 △ 10,423 473,277 △10,423歳 出 合 計

款 補正前の予算額 補 正 予 算 額 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源



２．歳　入

（款）1.分担金及び負担金  （項）1.分担金 （単位：千円）

金 額

1. 衛生費分担金 290,881 △28,111 262,770 1. 清掃費分担金 △28,111 萩　市 △ 16,540

長門市 △ 11,571

290,881 △28,111 262,770

（款）2.使用料及び手数料  （項）1.手数料

1. 衛生手数料 159,385 6,000 165,385 1. 清掃手数料 6,000

159,385 6,000 165,385

（款）4.繰越金  （項）1.繰越金

1. 繰越金 1 14,916 14,917 1. 前年度繰越金 14,916

1 14,916 14,917

（款）5.諸収入  （項）2.受託事業収入

1. 衛生受託事業収入 33,401 △3,228 30,173 1. 清掃受託事業収入 △3,228 阿武町可燃ごみ処理受託収入

33,401 △3,228 30,173

計

計

節
説 明

区 分
目 補正前の予算額

計

補 正 予 算 額 計

計

ごみ焼却手数料

- 5 -
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３．歳　出

（款）2. 総務費　（項）1. 総務管理費 （単位：千円）

国県支出金 地 方 債 そ の 他 金 額

1. 24,424 1,190 25,614 1,190 18. 1,190

24,461 1,190 25,651 1,190

（款）3. 衛生費　（項）1. 清掃費

1. 457,837 △11,613 446,224 △11,613 12. 委託料 △11,613 △ 2,000

△ 4,613

△ 5,000

457,837 △11,613 446,224 △11,613

説 明

萩・長門清掃工場はなもゆ
運営業務委託料（電力料金
補てん分）

萩・長門清掃工場はなもゆ
運営業務委託料（通常分）

焼却灰セメント原料化業務
委託料

一般管理費

計

負担金補助
及び交付金

清掃工場
運営費

区 分

負担金
　派遣職員給与費負担金（３人）

計

節
目

補正前の
予 算 額

補正予算額 計

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源



千円 千円 千円 千円 千円 千円

6年度～

10年度

― ― ― ―

176 6年度 176 176

― ― ― ―

600 6年度 600 600

― ― ― ―

1,192 6年度 1,192 1,192

960 6年度 960 960

12,218,283 6,595,878 2,158,306 4,437,572

12,214,575 6,592,170 2,158,306 4,433,864

一 般 財 源

上段　補正後

下段　補正前

補 正 予 算 に よ る 債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の

に つ い て の 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事 項
債務負担行為
の 限 度 額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

地 方 債 そ の 他期 間 金 額 国県支出金

小原地区飲料水供給施設維持管理・水質
検査業務委託事業

(令和5年度)

庁用器具整備事業 (令和5年度)

合 計

パソコンシステム整備事業 (令和5年度)

電話システム改修事業 (令和5年度)

2,700 2,7002,700

-　7　-
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R2.国調人口 人口割（a） ごみ量 ごみ量割(b) R2.国調人口 人口割（a） ごみ量 ごみ量割(b)

人 t 人 t

77,145 0.409 24,916 0.413 0.075 0.897 77,145 0.409 24,824 0.413 0.075 0.897

阿　　武　　町 3,055 0.016 731 0.012 0.075 0.103 阿　　武　　町 3,055 0.016 707 0.012 0.075 0.103

合 計 80,200 0.425 25,647 0.425 0.150 1.000 合 計 80,200 0.425 25,531 0.425 0.150 1.000

R2.国調人口 人口割（a） ごみ量 ごみ量割(b) R2.国調人口 人口割（a） ごみ量 ごみ量割(b)

人 t 人 t

萩　　　　　市 44,626 0.231 13,695 0.220 0.100 0.551 萩　　　　　市 44,626 0.231 13,431 0.216 0.100 0.547

長　　門　　市 32,519 0.169 11,221 0.180 0.100 0.449 長　　門　　市 32,519 0.169 11,393 0.184 0.100 0.453

合 計 77,145 0.400 24,916 0.400 0.200 1.000 合 計 77,145 0.400 24,824 0.400 0.200 1.000

　※１ ごみ量は、関係市町の令和3年度(令和3年4月1日～令和4年3月31日）の搬入実績。

参　　考　　資　　料

受　託　事　業　収　入　負　担　割　合　表

令和５年度　当初予算 令和５年度　補正予算

団 体 名
人口割 ごみ量割 ※1

均等割(c) 負担割合
（a+b+c）

団 体 名
人口割 ごみ量割 ※2

均等割(c) 負担割合
（a+b+c）

萩・長門清掃一部
   事 務 組 合
（萩市・長門市）

萩・長門清掃一部
   事 務 組 合
（萩市・長門市）

分  担  金  分  賦  割  合  表 

令和５年度　当初予算 令和５年度　補正予算

構 成 市 名
人口割 ごみ量割 ※1

均等割(c) 負担割合
（a+b+c）

構 成 市 名
人口割 ごみ量割 ※2

均等割(c) 負担割合
（a+b+c）

　※２ ごみ量は、関係市町の令和4年度(令和4年4月1日～令和5年3月31日）の搬入実績。

　網掛けは、確定ごみ量による変更部分。



　

歳入 （単位：千円） (補正予算分担金・阿武町事務受託金算出) (単位：千円)

当初予算額 補正予算額 計 項　　目 金　　額

290,881 △ 28,111 262,770 補正後歳出合計 473,277

159,385 6,000 165,385 補正後歳入合計 180,334

30 0 30 使用料及び手数料 165,385

1 14,916 14,917 雑入・利子・その他 14,949

1 0 1 必　要　額 292,943

33,401 △ 3,228 30,173 (単位：千円)

1 0 1 団 体 名 金　　額

483,700 △ 10,423 473,277 一部事務組合 262,770 ①×89.7％(一部事務組合負担割合) ②

　萩　市 143,735 ②×54.7％

  長門市 119,035 ②×45.3％

歳出 （単位：千円） 阿武町 30,173 ①×10.3％(阿武町負担割合)

当初予算額 補正予算額 計 合　　計 292,943

296 0 296 (単位：千円)

24,461 1,190 25,651 団 体 名 補正前金額 補正後金額 補正金額

81 0 81 一部事務組合 290,881 262,770 ▲ 28,111

457,837 △ 11,613 446,224 　萩　市 160,275 143,735 ▲ 16,540

25 0 25   長門市 130,606 119,035 ▲ 11,571

1,000 0 1,000 阿武町 33,401 30,173 ▲ 3,228

483,700 △ 10,423 473,277 合　　計 324,282 292,943 ▲ 31,339歳　出　合　計

１．議会費

２．総務費（総務管理費）

２．総務費（監査委員費）

３．衛生費

４．公債費

５．予備費

５．諸収入（受託事業収入）

５．諸収入（雑入） 備　　　　考

歳　入　合　計

款（項） ＝「必要額」 ①

３．財産収入

４．繰越金
財産運用収入30千円、繰越金14,917千円、
預金利子1千円、雑入1千円

５．諸収入（預金利子） ※分担金・事務委託金算出基本額 ①

分 担 金 及 び 受 託 事 業 収 入 の 算 出 表

款（項） 備　　　　　　考

１．分担金及び負担金

２．使用料及び手数料 ※分担金・阿武町事務受託金を除く。

-　9　-
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０ 月 ０ 日 ０ 月 ０ 日 ０ 月 ０ 日 ０ 月 ０ 日 ０ 月 ０ 日

議 決 議 決 議 決 議 決 議 決
会 計 別

一 般 会 計

予 算 集 計 表

当 初 予 算 額

５１０,８００

合 計 ５１０,８００

（単位：千円）





令和６年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計予算





 

令和６年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計予算 

 

 

 令和６年度萩・長門清掃一部事務組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５１０，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表  

債務負担行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２０,０００千円と定める。 

 

 

   令和６年２月２日提出 

                      

 

                                萩・長門清掃一部事務組合 

                                管理者  田  中  文  夫 

 

 

 

－１－ 



－２－



第１表　歳入歳出予算

歳　入 （単位：千円）

金 額

１． 分担金及び負担金 ３１３,０７９

１． 分担金 ３１３,０７９

２． 使用料及び手数料 １６４,９５５

１． 手数料 １６４,９５５

３． 財産収入 ３０

１． 財産運用収入 ３０

４． 繰越金 １

１． 繰越金 １

５． 諸収入 ３２,７３５

１． 預金利子 １

２． 受託事業収入 ３２,７３３

３． 雑入 １

５１０,８００歳 入 合 計

款 項

－３－



歳　出 （単位：千円）

金 額

１． 議会費 １,６４９

１． 議会費 １,６４９

２． 総務費 ４６,１２４

１． 総務管理費 ４６,０４３

２． 監査委員費 ８１

３． 衛生費 ４６２,００２

１． 清掃費 ４６２,００２

４． 公債費 ２５

１． 公債費 ２５

５． 予備費 １,０００

１． 予備費 １,０００

５１０,８００

－４－

款 項

歳 出 合 計



第２表　債務負担行為

事 項 期 間

（単位：千円）

－５－

合 計 ３４,６０５

小原地区飲料水供給施設維持管理・水質検査業務委託
事業

９６０

不燃・粗大ごみ処理施設及び最終処分場基本構想策定
業務委託事業

１６,５００

令和７年度

令和７年度

限 度 額

焼却灰運搬業務委託事業 １３,２４８

運営業務モニタリングアドバイザリー業務委託事業 ３,８９７

令和７年度

令和７年度



－６－



一 般 会 計 予 算 説 明 書

－７－



－８－



１．総　括

（歳　入） （単位：千円）

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

１． 分担金及び負担金 313,079 290,881 22,198

２． 使用料及び手数料 164,955 159,385 5,570

３． 財産収入 30 30 0

４． 繰越金 1 1 0

５． 諸収入 32,735 33,403 △ 668

510,800 483,700 27,100

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

款

歳 入 合 計

－９－



（歳　出） （単位：千円）

本年度予算額 前年度予算額 比 較

国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

１． 議会費 1,649 296 1,353 1,649

２． 総務費 46,124 24,542 21,582 46,124

３． 衛生費 462,002 457,837 4,165 462,002

４． 公債費 25 25 0 25

５． 予備費 1,000 1,000 0 1,000

510,800 483,700 27,100 510,800歳 出 合 計

－１０－

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

款 特 定 財 源

一 般 財 源



２．歳　入

（単位：千円）

金 額

1. 衛生費分担金 313,079 290,881 22,198 1. 清掃費分担金 313,079 萩　市 171,198

長門市 141,881

313,079 290,881 22,198

1. 衛生手数料 164,955 159,385 5,570 1. 清掃手数料 164,955 ごみ焼却手数料

164,955 159,385 5,570

計

計

－１１－

（款）1.分担金及び負担金　（項）1.分担金

（款）2.使用料及び手数料　（項）1.手数料

説 明
区 分

目 本 年 度 前 年 度 比 較
節



（款）3.財産収入 （項）1.財産運用収入 （単位：千円）

金 額

1. 財産貸付収入 30 30 0 1. 土地貸付収入 30 行政財産貸付収入

30 30 0

（款）4.繰越金 （項）1.繰越金

1. 繰越金 1 1 0 1. 前年度繰越金 1

1 1 0

（款）5.諸収入 （項）1.預金利子

1. 預金利子 1 1 0 1. 預金利子 1

1 1 0

前 年 度 比 較
節

説 明
区 分

計

計

計

－１２－

目 本 年 度



（款）5.諸収入 （項）2.受託事業収入

1. 衛生受託事業収入 32,733 33,401 △ 668 1. 清掃受託事業収入 32,733 阿武町可燃ごみ処理受託収入

32,733 33,401 △ 668

（款）5.諸収入 （項）3.雑入

1. 雑入 1 1 0 1. 衛生費雑入 1 複写機使用料

1 1 0計

計

－１３－



３．歳　出

（款）1.議会費　（項）1.議会費  

国県支出金 地 方 債 そ の 他 金 額

1. 議会費 1,649 296 1,353 1,649 1. 報酬 87 特別職非常勤職員報酬

　議長報酬　1人 15

　副議長報酬　1人 12

　議員報酬　6人 60

8. 旅費 1,393 費用弁償 1,133

普通旅費 260

10. 需用費 50 消耗品費

12. 委託料 119 会議録作成業務委託料

1,649 296 1,353 1,649

（款）2.総務費　（項）1.総務管理費  

1. 46,043 24,424 21,619 46,043 1. 報酬 2,054 特別職非常勤職員報酬

　環境管理委員会委員報酬　17人 170

会計年度任用職員報酬

　技術参与報酬　1人 1,884

3. 1,607 時間外勤務手当 850

管理職員特別勤務手当 50

会計年度任用職員期末・勤勉手当 707

一般管理費

職員手当
等

節

計

本 年 度 の 財 源 内 訳

区 分

特 定 財 源
一般財源

－１４－

目 本 年 度 前 年 度 比 較 説 明

                     　  （単位：千円）



4. 共済費 461 職員共済組合負担金 170

社会保険料 250

雇用保険料 41

8. 旅費 85 費用弁償 75

普通旅費 10

9. 交際費 15 交際費

10. 需用費 743 消耗品費 457

燃料費 226

食糧費 10

印刷製本費 50

11. 役務費 583 通信運搬費 406

手数料 113

保険料 64

12. 委託料 1,057 ホームページ更新業務委託料 300

組合例規データベースシステム更
新業務委託料

561

健康診断事務委託料 20

電話システム改修業務委託料 176

13. 1,113 インターネット関連サービス使用
料

329

パソコンシステムリース料 540

複合機リース料 144

組合例規管理システム利用料 80

有料道路通行料 20

使用料及び
賃借料

－１５－



（款）2.総務費　（項）1.総務管理費  

国県支出金 地 方 債 そ の 他 金 額

17. 3,250 庁用器具費 700

自動車購入費 2,500

図書費 50

18. 35,061 負担金

　山口県市町総合事務組合負担金 10

　派遣職員給与費負担金　5人 35,027

　光熱水費負担金 24

26. 公課費 14 自動車重量税

0 37 △ 37 廃目

46,043 24,461 21,582 46,043

（款）2.総務費　（項）2.監査委員費  

1. 81 81 0 81 1. 報酬 16 特別職非常勤職員報酬

　監査委員（議会選出）　1人 6

　監査委員（識見を有する者） 1人 10

8. 旅費 65 費用弁償

81 81 0 81

監査委員費

計

負担金補助
及び交付金

備品購入
費

公平委員会費

－１６－

                     　  （単位：千円）

目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳
節

説 明特 定 財 源
一般財源

区 分

計



（款）3.衛生費　（項）1.清掃費

1. 454,180 457,837 △ 3,657 454,180 7. 報償費 75 報償金

10. 需用費 659 消耗品費 171

印刷製本費 144

光熱水費 60

修繕料 284

11. 役務費 81 保険料

12. 委託料 453,365 萩・長門清掃工場運営業務委託料
（通常分）

325,179

萩・長門清掃工場運営業務委託料
（電力料金補てん分）

32,855

焼却灰セメント原料化業務委託料 73,442

焼却灰運搬業務委託料 12,043

運営業務モニタリングアドバイザ
リー業務委託料

3,542

新紙幣対応料金徴収機器更新業務
委託料

1,243

法面等草刈り業務委託料 2,978

排ガス水銀測定業務委託料 891

小原地区飲料水供給施設維持管
理・水質検査業務委託料

1,192

清掃工場
運営費

－１７－



（款）3.衛生費　（項）1.清掃費

国県支出金 地 方 債 そ の 他 金 額

2. 7,822 0 7,822 7,822 8. 旅費 560 普通旅費

10. 需用費 170 消耗品費 120

印刷製本費 50

12. 委託料 7,072 不燃・粗大ごみ処理施設及び最終
処分場基本構想策定業務委託料

13. 使用料及
び賃借料

20 有料道路通行料

462,002 457,837 4,165 462,002

（款）4.公債費　（項）1.公債費

1. 利子 25 25 0 25 22. 25 一時借入金利子

25 25 0 25

（款）5.予備費　（項）1.予備費

1. 予備費 1,000 1,000 0 1,000

1,000 1,000 0 1,000

説 明特 定 財 源
一般財源

区 分

目 本 年 度 前 年 度 比 較

本 年 度 の 財 源 内 訳
節

計

計

計

償還金利
子及び割
引料

施設整備費

－１８－

                     　  （単位：千円）



給 与 費 明 細 書

－１９－



－２０－



 

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

△ 1,303 0 △ 1,303

計 △ 13 △ 1,303

△ 1,303

0 0

△ 1,303 0 △ 1,3030 0

その他の
特 別 職

△ 13 0 0

0

前 年 度

長 等

比 較

長 等 0 0 0

1,576 0 1,576

0

0 0 0 0

議 員 0 0 0

87

1,489 1,489

計 40 1,576 0 0

その他の
特 別 職

32 1,489

議 員 8 87

273

186

87

0 0

0 273 0

その他の
特 別 職

19 186 186

8787

備 考合 計

0

27 273 0

0

本 年 度

長 等

議 員 8 87

計

給 与 費 明 細 書

１．特別職

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費

報 酬 給 料 期 末 手 当 計

－２１－



人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

千円 千円 千円

職員手当
の内訳

（１）総括表

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

3,491 461

合 計 備 考

3,952
(1)

5
1,884 1,607

00比 較 850 50 707 0

0 0

(1)
5

1,884

0

0

0

0

707

前 年 度

50

0 1,607

管理職員特別
勤 務 手 当

期 末 ・ 勤 勉
手 当

3,9523,491

－２２－

２．一般職

本　年　度

前　年　度

比　　　較 461

時 間 外 勤 務
手 当

本 年 度 850

区　　分



人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円 千円

職員手当
の内訳

0 0 0 0比 較 850 50 0 0

前 年 度

本 年 度 850 50

900

区　　分
時 間 外 勤 務

手 当
管理職員特別
勤 務 手 当

0 900

900 900

比　　　較 5 0 0 900

前　年　度 0 0

本　年　度 5 900

備 考

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合 計

－２３－

ア　会計年度任用職員以外の職員



イ　会計年度任用職員

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

備考　（　）内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

千円

－２４－

区 分 職 員 数

給 与 費

共 済 費 合 計 備 考

報 酬 給 料 職 員 手 当 計

本　年　度 (1) 1,884 707 2,591 461 3,052

前　年　度 0 0

比　　　較 (1) 1,884 0 707 2,591 461 3,052

区　　分
期 末 ・ 勤 勉

手 当

本 年 度 707

前 年 度

比 較 707 0 0 0 0 0 0 0

職員手当
の内訳



債 務 負 担 行 為 調 書

－２５－



－２６－



千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

600庁用器具整備事業 (令和5年度) 600 6年度

6年度 176

600

176

2,700 2,700

電話システム改修事業 (令和5年度) 176

パソコンシステム整備事業 (令和5年度) 2,700 6～10年度

不燃・粗大ごみ処理施設及び
最終処分場基本構想策定業務
委託事業

(令和6年度) 16,500

合 計 12,231,147

16,500 16,500

－２７－

6,304,739 1,991,751 4,312,9885,926,408

7年度

1,368 1,368

960 960同　上 (令和6年度) 960

6年度

7年度

1,1926年度

新紙幣対応料金徴収機更新業
務委託事業

(令和5年度) 1,368

小原地区飲料水供給施設維持
管理・水質検査業務委託事業

(令和5年度) 1,192 1,192

4,306 4,3066年度

7年度 3,897 3,897同　上 (令和6年度) 3,897

運営業務モニタリングアドバ
イザリー業務委託事業

(令和5年度) 4,306

13,550 13,5506年度

7年度 13,248 13,248同　上 (令和6年度) 13,248

焼却灰運搬業務委託事業 (令和5年度) 13,550

1,991,751 4,254,491新清掃工場整備・運営事業 (平成24年度) 12,172,650
平成25年度
～令和5年度

5,926,408

そ の 他

債 務 負 担 行 為 で 翌 年 度 以 降 に わ た る も の に つ い て の 前 年 度 末 ま で の 支 出 額

又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 等 に 関 す る 調 書

事 項
債務負担行為
の 限 度 額

前 年 度 末 ま で の
支 出 （ 見 込 ） 額

当 該 年 度 以 降 の
支 出 予 定 額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一 般 財 源
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債期 間

6～16年度 6,246,242



－２８－

　



参　考　資　料

－２９－



－３０－

　



R2国調人口（人） 人口割① R4年度ごみ量（ｔ） ごみ量割②

萩・長門清掃一部事務組合
（萩市・長門市）

77,145 0.409 24,824 0.413 0.075 0.897

阿　武　町 3,055 0.016 707 0.012 0.075 0.103

合　　　　　　計 80,200 0.425 25,531 0.425 0.150 1.000

R2国調人口（人） 人口割① R4年度ごみ量（ｔ） ごみ量割②

萩　市 44,626 0.231 13,431 0.216 0.100 0.547 0.491

長　門　市 32,519 0.169 11,393 0.184 0.100 0.453 0.406

合　　　　　　計 77,145 0.400 24,824 0.400 0.200 1.000 0.897

R2国調人口（人） 人口割① R4年度ごみ量（ｔ） ごみ量割②

萩　市 44,626 0.231 1,235 0.214 0.100 0.545

長　門　市 32,519 0.169 1,070 0.186 0.100 0.455

合　　　　　　計 77,145 0.400 2,305 0.400 0.200 1.000

当初予算
負担割合
①+②+③

分　担　金　及　び　受　託　事　業　収　入　の　負　担　割　合　表

－３１－

分担金・受託
事業収入
負担割合

構　成　市　名　
人口割 ごみ量割

均等割③
当初予算
負担割合
①+②+③

構　成　市　名　

(1)焼却施設に要する費用で2市1町が負担する分担金、受託事業収入の負担割合

(2)ごみ処理施設（焼却施設を除く）及び最終処分場に要する費用で2市が負担する分担金の負担割合

人口割 ごみ量割
均等割③

当初予算
負担割合
①+②+③

団　　体　　名　
人口割 ごみ量割

均等割③



　歳入 （単位：千円） 　歳出 （単位：千円）

２．使用料及び手数料 164,955 0 309 1,340

３．財産収入 30 0 27,269 18,855

４．繰越金 1 0 454,180 7,822

５．諸収入 （預金利子・雑入） 2 0 25 0

Ⓐ 164,988 Ⓑ 0 1,000 0

Ⓒ 482,783 Ⓓ 28,017

(2)分担金、受託事業収の算出方法

(単位：千円) (単位：千円)

Ⓒ 482,783 Ⓓ 28,017

Ⓐ 164,988 Ⓑ 0

② 285,062 0.897 28,017 1.000

155,929 0.547 15,269 0.545

129,133 0.453 12,748 0.455

32,733 0.103 ③ 28,017

① 317,795

分　担　金　及　び　受　託　事　業　収　入　の　算　出　表

－３２－

(1)分担金、受託事業収入の積算に必要な歳入歳出費目及び予算措置額

分担金算出基本額

合　　計

歳　入　合　計

317,795

　一部事務組合

　　　萩　市

　　　長門市

　阿武町

合　　計

２．総務費

項　　目

団　体　名

項　　目

歳　出　合　計

備　　　　考

歳出合計－歳入合計＝必要額
    Ⓒ　  　  　 　Ⓐ　     　 　①

団　体　名

歳　入　合　計 歳　入　合　計

28,017

予算額

予算額

備　　　　　　考

款 款

歳　出　合　計

164,988

2市1町 2市予算額

164,955

30

1

１．議会費

３．衛生費

４．公債費

５．予備費

25

1,000

歳　出　合　計

2

　①焼却施設に要する費用で2市1町が負担する分担金、受託事業収入

②×0.453

2市1町負担分

歳出合計－歳入合計＝必要額
    Ⓓ　　　     　Ⓑ　  　    　③

　一部事務組合

　　　萩　市

　　　長門市

予算額

分担金・受託事業収入算出基本額

510,800

予算額

予算額

1,649

46,124

462,002

　②ごみ処理施設（焼却施設を除く）及び最終処分場に要する費用で2市が
　負担する分担金

2市負担分

備　　　　　　考

①×0.103

③×0.545

③×0.455

当初予算
負担割合

当初予算
負担割合

備　　　　考

①×0.897

②×0.547
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萩・長門清掃一部事務組合規約（令和６年 1 月 1 日以降の規約） 

 

平成２２年３月２６日 

指令平２１市町第３５３１号  

 

第１章 総則  

（組合の名称）  

第１条 この組合は、萩・長門清掃一部事務組合（以下「組合」という。）とい

う。  

（組合を組織する地方公共団体）  

第２条 組合は、萩市及び長門市（以下「関係市」という。）をもって組織する。  

（組合の共同処理する事務）  

第３条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。  

（１）ごみ処理施設及び最終処分場（以下「施設」という。）の設置、管理及び

運営に関する事務。ただし、現に関係市がそれぞれ設置、管理及び運営し

ている施設に関するものを除く。  

（２）組合が関係市以外の地方公共団体から委託された事務  

（組合の事務所の位置）  

第４条 組合の事務所は、山口県萩市大字山田 12406 番地に置く。  

第２章 組合の議会 

（組合議会の設置） 

第５条 組合に、組合議会を置く。  

（議員の定数及び選出区分）  

第６条 組合議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は８人とし、各市

の定数は、次のとおりとする。  

 萩市 ４人  

 長門市 ４人  

（組合議員の選挙の方法）  

第７条 組合議員は、関係市の議会においてそれぞれの議員のうちから選挙す

る。  
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２ 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員となった議員を選出した関係市

の議会において速やかに補欠議員を選挙する。  

３ 関係市の長は、前２項の規定により各市に係る組合議員が定まったときは、

速やかに組合の管理者に通知するものとする。  

（組合議員の任期） 

第８条 組合議員の任期は、当該議員の属する市の議会の議員の任期による。  

２ 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。  

第３章 組合の執行機関  

（執行機関の組織） 

第９条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各１人を置く。 

２ 管理者は、萩市長を充てる。  

３ 副管理者は、長門市長を充てる。  

４ 会計管理者は、萩市会計管理者を充てる。  

（管理者及び副管理者の任期）  

第１０条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期による。  

（事務局の設置等） 

第１１条 組合に事務局を置く。  

２ 事務局に職員を置き、その職員は管理者がこれを任免する。 

（監査委員）  

第１２条 組合に監査委員２人を置く。  

２ 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び長門市の識見

を有する者のうちから選任された監査委員各１人を選任する。  

３ 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員

の任期により、長門市の識見を有する者のうちから選任された監査委員にあ

っては当該市の監査委員の任期による。  

第４章 組合の経費 

（経費の支弁方法） 

第１３条 組合の経費は、組合の事業により生ずる収入その他の収入をもって

支弁し、なお不足があるときは、関係市の分賦金をもってこれに充てる。  

２ 前項の分賦金の額の算定については、別表に定めるところによる。  
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第５章 雑則  

（その他）  

第１４条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行について必要な事項

は、組合議会の議決を経て管理者が別に定める。  

   附 則  

 この規約は、平成２２年４月１日から施行する。  

   附 則（令和４年８月３０日指令令４市町第５８５号）  

 この規約は、令和４年１１月１日から施行する。  

附 則（令和５年１１月１３日指令令５市町第６２４号）  

 この規約は、令和６年１月１日から施行する。  
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別表（第１３条関係） 

費用区分 分賦区分 分賦割合 算出基礎 

焼却施設に要する

費用 

均等割 １００分の２０  

人口割 １００分の４０ ４月１日における直近の

国勢調査の結果による人

口 

ごみ量割 １００分の４０ 焼却施設に搬入した関係

市のごみ量 

ごみ処理施設（焼却

施設を除く。）及び

最終処分場に要す

る費用 

均等割 １００分の２０  

人口割 １００分の４０ ４月１日における直近の

国勢調査の結果による人

口 

ごみ量割 １００分の４０ ごみ処理施設（焼却施設

を除く。）及び最終処分場

に搬入した関係市のごみ

量 

備考  施設の大規模な改修に係る経費の分賦については、組合及び関係市におい

て協議の上、別に定めるものとする。 
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萩・長門清掃一部事務組合規約の改正 新旧対照表 

 

改正後  改正前  

（組合の共同処理する事務）  

第３条  組合は、次の各号に掲げる事

務を共同処理する。  

（１）ごみ処理施設及び最終処分場

（以下「施設」という。）の設置、  

  管理及び運営に関する事務。た

だし、現に関係市がそれぞれ設置、

管理及び運営している施設に関する

ものを除く。  

（２）（略）  

 

（執行機関の組織）  

第９条   組合に、管理者、副管理者  

及び会計管理者各１人を置く。  

２   管理者は、萩市長を充てる。  

 

３  副管理者は、長門市長を充てる。  

 

４   会計管理者は、萩市会計管理者

を充てる。  

 

（監査委員）  

第１２条  組合に監査委員２人を置  

く。  

２  監査委員は、管理者が組合議会の

同意を得て、組合議員及び長門市の

識見を有する者のうちから選任され

た監査委員各１人を選任する。  

 

３  監査委員の任期は、組合議員のう

ちから選任される者にあっては組合

議員の任期により、長門市の識見を

有する者のうちから選任された監査

委員にあっては当該市の監査委員の

任期による。  

 

（組合の共同処理する事務）  

第３条  組合は、次の各号に掲げる事

務を共同処理する。  

(１) ごみ処理施設（焼却施設に限

る。以下「施設」という。）の設

置、維持管理及び運営に関する事務                

                 

                 

         

（２）（略）  

 

（執行機関の組織）  

第９条  組合に、管理者、副管理者及

び会計管理者各１人を置く。  

２  管理者及び副管理者は、関係市の

長の互選による。  

３  会計管理者は、管理者の属する市

の会計管理者を充てる。  

（新設）  

 

 

（監査委員）  

第１２条  組合に監査委員２人を置

く。  

２  監査委員は、管理者が組合議会の

同意を得て、組合議員及び関係市の

識見を有する者のうちから選任され

た監査委員のうちから、各１人を選

任する。  

３  監査委員の任期は、組合議員のう

ちから選任される者にあっては組合

議員の任期により、関係市の識見を

有する者のうちから選任された監査

委員のうちから選任される者にあっ

ては当該市の監査委員の任期によ

る。  
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別表（第１３条関係）   

費 用 区

分  

分賦区

分  

分 賦 割

合  

算出基

礎  

焼却施

設に要

する費

用  

均等割  100 分の

20 

 

人口割  100 分の

40 

    

４月１

日にお

ける直

近の国

勢調査

の結果

による

人口  

ごみ量

割  

100 分の

40 

焼却施

設に搬

入した

関係市

のごみ

量  

ごみ処

理施設

（焼却

施設を

除

く。）

及び最

終処分

場に要

する費

用  

均等割  100 分

の 20 

 

人口割  100 分

の 40 

４月１日

における

直近の国

勢調査の

結果によ

る人口  

ごみ量

割  

100 分

の 40 

ごみ処理

施設（焼

却施設を

除く。）

及び最終

処分場に

に搬入し

た関係市

のごみ量  
 

別表（第１３条関係）   

分賦区分  分賦割合  算出基礎  

均等割  100 分の

20 

 

人口割  100 分の

40 

毎年度４月

１日におけ

る直近の国

勢調査の結

果による人

口  

 

 

 

ごみ量割  100 分の

40 

  施設に

おいて処理

した関係市

の当該年度

のごみ量  

（新設）  
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萩・長門清掃工場「はなもゆ」の管理運営状況

※1） 7,748

※1） 7,748

※1） 7,748

※1） 7,748
直     接
搬 入 量
合     計

R5年度 357 2,719 3,510 2 66 1,094

4,037

R4年度

264 1,045 7,830

2,719 3,510 2

R4年度 316 2,680 3,523

25.0% 104.7% 99.0%

66

―

合　計

R5年度 11,270
96.1% 94.8%

19,018
95.5%

―

R4年度 11,733 8,175 19,908 ―

前年度との差 △ 463 △ 427 △ 890 ―

345

産業廃棄物

前年度比率 113.0% 101.5% 99.6% 100.0%

2

100.0%

463

99.0%

宇部市 R4年度 0 0 0 0 0 345

― 345 ―

△ 18

8,227
94.2%95.6%

3,740
92.6%

8,731

△ 504

2.8%

R5年度 466
100.0%

55
75.3%

△ 23

△ 1.3%

1.4%

100.0%

60.0% 75.3%

55

100.0%

1 7 577 3,720

100.0%

（2）上記のうち直接搬入ごみの内訳

家庭ごみ
事業系一
般廃棄物

阿武町

前年度との差

直     接
搬入量計
2市1町

R5年度 357

△ 545

521

1,094

2.7%

構成比率 4.6% 35.1% 45.3% 0.0% 0.9% 14.1%

9 5 37 0 17 5 73

前年度比率 44.4% 120.0% 113.5% ― ― 
阿武町

R5年度 4 6 42 0 0 3

5.4%

R4年度 108 1,071 2,154 1 240

長門市

構成比率 7.3% 10.9% 76.4% 0.0% 0.0%

前年度比率 110.2% 106.5% 94.3% 100.0% 7.5% 92.7% 92.6%

18 429 3,740

構成比率 3.2% 30.5% 54.3% 0.0% 0.5% 11.5%

R5年度 119 1,141 2,032 1

106.3%

48 662 3,953

構成比率 6.0% 39.8% 36.3% 0.0% 1.2% 16.7%

96.1%

96.7%

萩　市

R5年度 234 1,572 1,436 1

R4年度 199 1,604 1,332

前年度比率 117.6% 98.0% 107.8% 100.0% 685.7% 114.7%

R4年度 466 73 539

△ 256 233

44.6%

R5年度

その他
(有料)

その他
(無料)

公　共
(市町)

計

19,018
97.2%

100.0%

―

△ 0.1%

R4年度 11,733 7,830 19,563 100.0%

R5年度 11,270

R4年度

小 　計
2市1町

前年度との差 △ 463

0 △ 18

宇部市 R4年度 ― ― 345

△ 82

6,573 3,720萩　市

R5年度 6,317 3,953

前年度との差

R4年度 4,694 4,037

96.1%

（単位：ｔ）

（単位：ｔ）（1）令和５年度及び令和４年度　4月から12月までの可燃ごみ搬入量の比較

10,293 52.6%
106.3%

4,487

収集ごみ 直接搬入ごみ 計

前年度比率 前年度比率 前年度比率 構成比率

43.3%

長門市

前年度との差 △ 207 △ 297

10,270
99.8%

54.0%

手数料区分

自治体名

自治体名

搬入区分
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。
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令和６年度萩・長門清掃一部事務組合一般会計予算の概要 

 

 

１ 萩・長門清掃工場はなもゆ運営業務委託料   ３５８，０３４千円①＋② 

 

(1)運営業務委託契約条項による単価等見直し後の令和 6 年度業務委託費（通常分） 

○運営業務委託料の根拠となるごみ焼却予定量は、令和 5 年度の搬入見込量を活用

し、26,000t(令和 5 年度 27,000t)と推計 

○㈱はないろとの運営業務委託契約第 43 条による委託料見直しについては、毎年

10 月 1 日時点の下記評価指標と前年度の同指標を比較し、±3％以上の変動があっ

た場合、その変動率を翌年度の業務委託費に反映 

 

・人件費についての評価指標 

厚生労働省による「毎月勤労統計調査の賃金指数」の対前年比 

⇒＋1.2995418％ ±3％以内であるため人件費の変動はなし 

・人件費以外についての評価指標 

日銀調査統計局による「企業向けサービス価格指数」と「企業物価指数」の前 

 一年間の平均値の対前年比 

⇒＋3.8461538％ ±3％超過のため、固定費の人件費以外の経費及び変動費 

 について変更 

固定費：人件費 105,525,000 円…変更なし 

人件費以外 133,152,827 円(従前単価)×1.038461538＝138,274,089 円 

105,525,000 円＋138,274,089 円＝243,799,089 円 

変動費：1,920 円/t(従前単価)×1.038461538＝1,993 円/t 

1,993 円/t×26,000t＝51,818,000 円 

 

委託料（通常分）：(243,799,089 円＋51,818,000 円)×1.1＝325,178,797 円① 

 

(2) 令和 4 年度に締結した覚書に基づく近時のエネルギー価格の動向による電力料金

高騰への対応（電力料金補てん分） 

運営業務委託契約第 43 条により、当初事業計画処理量の電力基本料金及び電力量

料金に併せ、「燃料費調整額」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金」を積算対象

に加え、令和 5 年度における従来の積算方法との差額を令和 6 年度において精算す

るもの 

 改定前    ⇒  改定後 

電力基本料金 10,891,793 円 11,833,536 円 

電力量料金 39,869,625 円 87,178,799 円 

燃料費調整額 ― △20,139,380 円 

再生可能エネルギー発電促進賦課金 ― 4,742,607 円 

合  計 50,761,418 円 83,615,562 円 

 

委託料（電力料金補てん分）：83,615,562 円－50,761,418 円＝32,854,144 円② 
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２ 焼却灰セメント原料化業務委託料   ７３，４４２千円 

 

主灰・飛灰を周南市にある山口エコテック㈱においてセメントの原料として再利用

するための業務委託費 

令和 6 年度の焼却灰排出予定量は、令和 5 年度の焼却灰発生見込み量により算出し

た主灰発生率 6.0％、飛灰発生率 2.5％から焼却灰排出予定量を積算 

なお 1t あたりの処理単価は、焼却灰処理価格改定により対前年度、主灰 109％、飛

灰 112％と上昇 

〇主灰排出量 26,000t×0.060＝1,560t 

・セメント原料化委託料   45,012 千円 

26,400 円/t×1,550t×1.1＝45,012,000 円 

・セメント化異物選別費     187 千円 

17,000 円/t×   10t×1.1＝   187,000 円 

〇飛灰排出量 26,000t×0.025＝650t 

・セメント原料化委託料   28,243 千円 

39,500 円/t×  650t×1.1＝28,242,500 円 

 

３ 焼却灰運搬業務委託料   １２，０４３千円 

 

主灰・飛灰を周南市にある山口エコテック㈱まで運搬する業務委託費 

○主灰運搬業務委託料   5,663 千円 

  主灰排出量 1,560t に対する運搬予定量 10.0t/台 156 台 

33,000 円/台×156 台×1.1＝5,662,800 円 

○飛灰運搬業務委託料   6,380 千円 

飛灰排出量  650t に対する運搬予定量 4.5t/台 145 台 

40,000 円/台×145 台×1.1＝6,380,000 円 

 

４ 不燃・粗大ごみ処理施設及び最終処分場基本構想策定業務委託料 ７，０７２千円  

 

  不燃・粗大ごみ処理施設及び最終処分場を整備するための施設整備基本構想を策定

する業務を委託するもの 

 ○業務内容 

  ・基礎調査、不燃・粗大ごみ処理施設基本構想、最終処分場基本構想、事業計画、

候補地選定など 

 ○期間  

・令和 6 年度～令和 7 年度（2 ヵ年業務） 

 ○委託料 

・総額 23,572 千円 

令和 6 年度 7,072 千円 

令和 7 年度 16,500 千円（令和 6 年度当初予算で債務負担行為設定） 
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萩・長門清掃一部事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例  

 

平成２２年５月１７日条例第２１号 

                      

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。)

第５８条の２の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（報告の時期） 

第２条 任命権者は、毎年７月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の

運営の状況を報告しなければならない。 

（報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければ

ならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第２２条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る

次に掲げる事項とする。 

(１)  職員の任免及び職員数に関する状況 

(２)   職員の給与の状況 

(３)  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(４)  職員の分限及び懲戒処分の状況 

(５)  職員の服務の状況 

(６)  職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(７)  職員の福祉及び利益の保護の状況 

(８)  その他管理者が必要と認める事項 

（公平委員会の報告） 

第４条 公平委員会は、毎年６月末までに、管理者に対し、前年度における業務の状

況を報告しなければならない。 

（公平委員会の報告事項） 

第５条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる

事項とする。 

(１)  勤務条件に関する措置の要求の状況 
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(２)  不利益処分に関する審査請求の状況 

（公表の時期） 

第６条 管理者は、第２条及び第４条の規定による報告を受けたときは、毎年１２月

末までに、第２条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第４条の規定によ

る報告を公表しなければならない。 

（公表の方法） 

第７条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。 

(１)  萩市役所前掲示板及び長門市役所前掲示板に掲示する方法 

(２)  組合事務局において閲覧に供する方法 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２２年５月１７日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第２号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年条例第５号） 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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萩・長門清掃一部事務組合報酬及び費用弁償条例 

  

平成２２年５月１７日条例第２２号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において

準用する同法第２０３条第４項及び第２０３条の２第４項の規定に基づき、非常

勤の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。）に対する報

酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。 

（報酬） 

第２条 報酬を受ける者及び報酬の額は、別表に掲げるところによる。  

（報酬の支給方法） 

第３条 年額報酬は、年度末までに支給するものとし、日額報酬は、出務に応じて

臨時に支給する。 

２ 年額報酬を受ける者で年の中途で職に就き、又は離職した場合には、その年分

の報酬については、日割により支給すべき報酬を算定する。 

３ 前条の規定による報酬を受ける職員が職を離れた後法律の定めるところにより、

なお、その職務を行う場合にあっては、引き続き報酬を支給する。 

（費用弁償） 

第４条 第２条の規定による報酬を受ける職員には、費用弁償をする。  

２ 前項の費用弁償の額は、萩市職員等の旅費に関する条例（平成１７年萩市条例

第５４号。以下「旅費支給条例」という。）に規定する旅費相当額とする。 

３ 前項の費用弁償の支給は、旅費支給条例の適用を受ける職員の旅費支給の例に

よる。 

（補則） 

第５条 この条例は、一般職に属する職員であって第２条の規定による報酬を受け

る職員を兼ねる者については適用しない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２２年５月１７日から施行する。 
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   附 則（令和５年３月 1 日条例第４号） 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

職   名 区   分  金   額（円） 

議会の議員 

議長 年  額 １５，０００ 

副議長 年  額 １２，０００ 

議員 年  額 １０，０００ 

監査委員 
識見を有する者 年  額 １０，０００ 

議会選任 年  額 ６，０００ 

公平委員会

の委員 

委員長 日  額 ６，０００ 

委員 日  額 ５，０００ 

情報公開審査会委員 日  額 ５，０００ 

個人情報保護審査会委員 日  額 ５，０００ 

その他の非常勤職員 管理者が別に定める額 
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萩・長門清掃一部事務組合公平委員会設置条例 

 

平成２２年４月１日条例第４号 

 

（設置） 

第１条 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第７条第３項の規定に基づき、

萩・長門清掃一部事務組合公平委員会（以下「公平委員会」という。）を設置す

る。 

（委任） 

第２条 公平委員会の運営について必要な事項は、公平委員会規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 
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萩・長門清掃一部事務組合管理者等の損害賠償責任の一部免責に関する条例 

 

令和３年２月１５日条例第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において

準用する同法第２４３条の２第１項の規定に基づき、管理者若しくは委員会の委

員若しくは委員又は職員（同法第２４３条の２の２第３項の規定による賠償の命

令の対象となる者を除く。以下「管理者等」という。）の組合に対する損害賠償

責任の一部免責について必要な事項 を定めるものとする。 

 （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 管理者等の組合に対する損害賠償責任は、管理者等が職務を行うにつき善

意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から、管理者等に係る基

準給与年額（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条第１項第

１号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。）に、次の各号

に掲げる管理者等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して

得た額について免れるものとする。 

(1) 管理者 ６ 

(2) 副管理者又は監査委員 ４ 

(3) 公平委員会の委員 ２ 

(4) 前各号に掲げる者以外の職員 １ 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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萩・長門清掃一部事務組合行政不服審査法施行条例 

 

平成２８年２月１５日条例第１号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」とい

う。）その他法令で定める不服申立てについて必要な事項を定めるものとする。 

（手数料の納付及び減免） 

第２条 法第３８条第６項の規定により読み替えて適用する同条第４項（他の法令

において準用する場合を含む。）の条例で定める手数料の額は、法第３８条第

１項（他の法令において準用する場合を含む。）に規定する写し又は書面の交

付に要する実費（当該写し又は書面の交付を郵送によって受けるときは、これ

に要する費用を含む。）の額として規則で定める額とする。 

２ 審理員（審査庁が法第９条第１項第３号に掲げる委員会若しくは委員若しくは

機関である場合又は同項ただし書きの特別の定めがある場合にあっては、審査

庁。次条において同じ。）は、経済的困難その他特別の理由があると認めると

きは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 

（手数料の不還付） 

第３条 既納の手数料は還付しない。ただし、審理員が特に必要と認めたときは、

この限りでない。 

 （準用） 

第４条 前２条の規定は、法第８１条第３項の規定により準用する法第７８条第４

項及び第５項（他の法令において準用する場合を含む。）に規定する手数料に

ついて準用する。この場合において、第２条第１項中「第３８条第６項」とあ

るのは「第８１条第３項」と、「同条第４項」とあるのは「法第７８条第４

項」と、「法第３８条第１項」とあるのは「法第７８条第１項」と、同条第２

項中「審理員（審査庁が法第９条第１項第３号に掲げる委員会若しくは委員若

しくは機関である場合又は同項ただし書きの特別の定めがある場合にあっては、

審査庁。次条において同じ。）」とあるのは「審査会」と、前条中「審理員」

とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。 

 （行政不服審査会） 

第５条 管理者は、法第４条又は他の法律若しくは条例の規定による審査請求（法
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第１４条に規定する引継ぎを受けた場合を含む。以下この条において同じ。）

を受けたときは、法第８１条第２項の規定により、当該審査請求ごとに、同条

第１項に規定する機関として、萩・長門清掃一部事務組合行政不服審査会（以

下「審査会」という。）を置くものとする。 

（組織） 

第６条 審査会は、委員３人をもって組織する。 

（委員） 

第７条 委員は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者

が任命する。 

２ 委員の任期は、管理者に対し、その係属した事件に係る答申をするまでの期間

とする。 

３ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

（会長） 

第８条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理す

る。 

（事務局） 

第９条 管理者は、審査会の事務を処理させるため、事務局を置くものとする。 

２ 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。 

３ 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 

（審査会の運営） 

第１０条 前５条に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査

会で定める。 

（委任） 

第１１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、

規則で定める。 

 

附  則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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＋（案） 

山口県市町総合事務組合規約 

                    （平成 18年 10月１日指令平 18市町第 815号） 

改正 平成 19 年 2 月 1 日指令平 18 市町第 1248 号 

平成 19 年 3 月 30 日指令平 18 市町第 1531 号 

平成 20 年 3 月 17 日指令平 19 市町第 1567 号 

平成 20 年 3 月 21 日指令平 19 市町第 1606 号 

平成 20 年 3 月 21 日指令平 19 市町第 1610 号 

平成 21 年 3 月 31 日指令平 20 市町第 1563 号 

平成 22 年 1 月 14 日指令平 21 市町第 3297 号 

平成 22 年 3 月 31 日指令平 21 市町第 3563 号 

平成 22 年 11 月 2 日指令平 22 市町第 646 号 

平成 23 年 1 月 27 日指令平 22 市町第 893 号 

平成 23 年 3 月 31 日指令平 22 市町第 1101 号 

平成 24 年 2 月 1 日指令平 23 市町第 855 号 

平成 24 年 3 月 30 日指令平 23 市町第 1040 号 

平成 25 年 3 月 29 日指令平 24 市町第 989 号 

平成 26 年 1 月 20 日指令平 25 市町第 789 号 

平成 26 年 4 月 1 日指令平 26 市町第 24 号 

平成 27 年 3 月 31 日指令平 26 市町第 1186 号 

平成 28 年 3 月 31 日指令平 27 市町第 1182 号 

平成 29 年 3 月 29 日指令平 28 市町第 1178 号 

平成 31 年 3 月 29 日指令平 30 市町第 1031 号 

令和 2 年 3 月 31 日指令平 31 市町第 1030 号 

令和 3 年 3 月 30 日指令令 2 市町第 1096 号 

令和 4 年 3 月 30 日指令令 3 市町第 1148 号 

令和 5 年 3 月 31 日指令令 4 市町第 1362 号 

 

 

   第１章 総 則 

 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、山口県市町総合事務組合（以下「組合」という。）という。 

 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、別表第１に掲げる地方公共団体（以下「組合市町等」という。）をもって組

織する。 
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（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次の各号に掲げる事務のうち、別表第２の右欄に掲げる組合市町等に係る

同表左欄の事務を共同処理する。 

（１） 災害対策のために行う積立金に関する事務 

（２） 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 204 条第２項の規定による常勤の職員及

びその遺族に対する退職手当の支給に関する事務 

（３） 消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 24 条第１項の規定による非常勤消防団

員、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 36 条の３の規定による消防作業に従事した者

又は救急業務に協力した者、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 45 条の規定による水

防に従事した者及び災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 84 条第１項の規定に

よる応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務 

（４） 消防組織法第 25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する

事務 

（５） 消防職員及び非常勤消防団員に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給

に関する事務 

（６） 地方公務員災害補償法（昭和 42年法律第 121号）第 69条及び第 70条の規定によ

る非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務 

（７） 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（昭

和 32年法律第 143号）第２条に規定する公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務 

（８） 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第７条第３項の規定による公平委員会の

設置及び同法第８条第２項に規定する公平委員会の権限に関する事務 

（９） 住民の交通災害共済に関する事務 

（10） 山口県自治会館の設置及び管理運営に関する事務 

(11) 行政不服審査法（平成 26年法律第 68 号）第 81条第１項の規定による機関の設置及

び当該機関の権限に関する事務 

 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、山口市大手町９番 11号に置く。 

 

   第２章 組合の議会 

 

（組合の議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は 10人とし、次の各号に定める

ところによる。 

（１） 市町の長のうちから互選した者 ８人 

（２） 市町の議会の議長のうちから互選した者 ２人 

２ 議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを補充しなければならない。 
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（議員の任期等） 

第６条 議員の任期は、２年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 議員は、市町の長又は議会の議長でなくなったときは、その職を失う。 

３ 議員には、報酬を支給しない。 

 

（特別議決） 

第７条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町等の一部に係るものについては、当

該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の

過半数でこれを決する。 

 

   第３章 組合の執行機関 

 

（組合の執行機関の組織及び選任の方法） 

第８条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各１人を置く。 

２ 管理者及び副管理者は、市町の長が、議員以外の市町の長のうちから互選する。 

３ 会計管理者は、第 12条第２項に規定する職員のうちから管理者が任命する。 

 

（管理者及び副管理者の任期等） 

第９条 管理者及び副管理者の任期は、２年とする。 

２ 管理者及び副管理者は、市町の長の職を失ったときは、その職を失う。 

３ 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。 

４ 管理者及び副管理者にともに事故があるときは、管理者があらかじめ指定する者がその

職務を代理する。 

５ 管理者及び副管理者には、給料を支給しない。 

 

（監査委員） 

第 10条 組合に監査委員３人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから２人、議員

のうちから１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては２年とし、議員

のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまで

の間は、その職務を行うことを妨げない。 

 

（公平委員会） 

第 11条 組合に、第３条第８号に規定する事務を行うため、山口県市町公平委員会（以下「公

平委員会」という。）を置く。 

２ 公平委員会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、選任する。 

３ 管理者は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴等を関係組合市町等の長に

通知しなければならない。 
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（行政不服審査会）  

第 11条の２ 組合に、第３条第 11号に規定する事務を行うため、山口県市町行政不服審査

会（以下「行政不服審査会」という。）を置く。 

２ 行政不服審査会は、３人の委員をもって組織する。 

３ 行政不服審査会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。 

４ 行政不服審査会の委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

５ 管理者は、第３項の規定により選任された委員の氏名及び経歴等を関係組合市町等の長

に通知しなければならない。 

６ 行政不服審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

７ 会長は、会務を総理し、行政不服審査会を代表する。 

８ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

９ 行政不服審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員の選

任後最初に開かれる会議は、管理者が招集する。 

10 会議の議長は、会長をもって充てる。 

11 会議は、３人の委員が出席しなければ、開くことができない。ただし、会議を開かなけ

れば審査関係人（行政不服審査法第 74条に規定する審査関係人をいう。）の利益の保護に

著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、２人の委員が出席すれば会議

を開くことができる。 

12 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

13 行政不服審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くこと

ができる。 

14 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が任命する。 

15 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

16 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。 

17 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

18 行政不服審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。 

19 前各項に定めるもののほか、行政不服審査会の運営について必要な事項は、会長が行政

不服審査会に諮って定める。 

（事務局の設置及び職員） 

第 12条 組合に事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長その他の職員を置く。 

３ 前項の職員は、管理者が任免し、その定数は、別に条例で定める。 
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   第４章 組合の経費の支弁の方法 

 

（組合の経費の支弁の方法） 

第 13条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。 

（１） 組合市町等の負担金 

（２） 組合の財産から生ずる収入 

（３） その他の収入 

２ 前項の負担金の額及びその納付方法については、別に条例で定める。 

 

   第５章 雑 則 

 

（還付金等） 

第 14条 組合市町等が組合から脱退しようとする場合の還付金等の取扱いについては、別に

条例で定める。 

（その他） 

第 15条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

（施行期日）  

１ この規約は、平成 18年 10月１日から施行する。 

（事務の承継） 

２ 組合は、平成 18年９月 30日をもって解散する山口県市町村災害基金組合、山口県市町

村職員退職手当組合、山口県市町村消防団員補償等組合、山口県市町村非常勤職員公務災

害補償組合及び山口県自治会館管理組合の一切の事務並びに同日をもって廃止する山口県

市町村公平委員会及び市町村交通災害共済再共済事業に属する一切の事務を承継する。 

（経過措置） 

３ この規約の施行の日の前日に在職する山口県市町村災害基金組合の組合長は、この規約

に基づく管理者が選出されるまでの間、その職務を行う。 

４ この規約の施行の日の前日に在職する山口県市町村公平委員会の委員は、規約第１１条

の規定により設置された公平委員会の委員とみなし、その任期は山口県市町村公平委員会

規約による選任の日からこれを起算する。 

 

   附 則（平成 19年 2月 1日指令平 18市町第 1248号） 

この規約は、平成 19年２月１日から施行する。 

 

   附 則（平成 19年 3月 30日指令平 18市町第 1531号） 

この規約は、平成 19年４月１日から施行する。 

  

  附 則（平成 20年 3月 17日指令平 19市町第 1567号） 

この規約は、平成 20年３月 21日から施行する。 
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  附 則（平成 20年 3月 21日指令平 19市町第 1606号） 

この規約は、平成 20年３月 21日から施行する。 

  

  附 則（平成 20年 3月 21日指令平 19市町第 1610号） 

この規約は、平成 20年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 21年 3月 31日指令平 20市町第 1563号） 

この規約は、平成 21年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 22年 1月 14日指令平 21市町第 3297号） 

この規約は、平成 22年１月 16日から施行する。 

 

  附 則（平成 22年 3月 31日指令平 21市町第 3563号） 

この規約は、平成 22年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 22年 11月 2日指令平 22市町第 646号） 

この規約は、平成 23年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 23年 1月 27日指令平 22市町第 893号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。 

 

  附 則（平成 23年 3月 31日指令平 22市町第 1101号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成 23年４月１日から適用する。 

 

附 則（平成 24年 2月 1日指令平 23市町第 855号） 

この規約は、平成 24年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 24年 3月 30日指令平 23市町第 1040号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成 24年４月１日から適用する。 

 

  附 則（平成 25年 3月 29日指令平 24市町第 989号） 

この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成 25年４月１日から適用する。 

 

  附 則（平成 26年 1月 20日指令平 25市町第 789号） 

この規約は、平成 26年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成 26年 4月 1日指令平 26市町第 24号） 

この規約は、平成 26年４月１日から施行する。 
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附 則（平成 27年 3月 31日指令平 26市町第 1186号） 

この規約は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 28年 3月 31日指令平 27市町第 1182号） 

この規約は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29年 3月 29日指令平 28市町第 1178号） 

この規約は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 31年 3月 29日指令平 30市町第 1031号） 

この規約は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和 2年 3月 31日指令平 31市町第 1030号） 

 （施行期日） 

１  この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２  改正後の山口県市町総合事務組合規約別表第３の規定は、この規約の施行の日以後に

被災する非常勤の職員について適用し、同日前に被災した非常勤の職員については、な

お従前の例による。 

 

附 則（令和３年３月３０日指令令２市町第１０９６号） 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月３０日指令令３市町第１１４８号） 

この規約は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月３１日指令令４市町第１３６２号） 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

別表第１ 組合を組織する地方公共団体（第２条関係） 

山口県内の全市町、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組

合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南東部環境施設組合、周南地区衛生

施設組合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道企業団、岩国地区

消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県市町総合

事務組合 
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 別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体（第３条関係） 

共 同 処 理 す る 事 務 共  同  処  理  す  る  団  体 

１ 第３条第１号に規定す

る事務 

山口県内の全市町 

 

２ 第３条第２号に規定す

る事務 

 

宇部市（交通局に限る｡)、周防大島町、和木町、上関町、田

布施町、平生町、阿武町、周東環境衛生組合、玖珂地方老人

福祉施設組合、熊南総合事務組合、山口県市町総合事務組合 

３ 第３条第３号に規定す

る事務 

長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、田

布施町、平生町、阿武町 

４ 第３条第４号に規定す

る事務 

長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、田

布施町、平生町、阿武町 

５ 第３条第５号に規定す

る事務 

長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、田

布施町、平生町、阿武町、柳井地区広域消防組合 

６ 第３条第６号に規定す

る事務 

宇部市（別表第３に規定する非常勤の職員に限る｡)、 山口

市（別表第３に規定する非常勤の職員に限る｡)、防府市、下

松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山

陽小野田市（別表第３に規定する非常勤の職員に限る｡)、周

防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、柳

井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉

施設組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周

南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地区福祉

施設組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道企業団、岩国

地区消防組合、山口県後期高齢者医療広域連合、山口県市町

総合事務組合 

７ 第３条第７号に規定す

る事務 

下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、

周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 

８ 第３条第８号に規定す

る事務 

宇部市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山

陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生

町、阿武町、柳井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖

珂地方老人福祉施設組合、熊南総合事務組合、周南東部環境

施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地区福祉施設組合、

光地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県後期高

齢者医療広域連合、山口県市町総合事務組合 

９ 第３条第９号に規定す

る事務 

萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山

陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生

町、阿武町 
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10 第３条第 10 号に規定す

る事務  

山口県内の全市町 

11 第３条第 11 号に規定

する事務 

下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、

光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周

防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、柳

井地区広域消防組合、周東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉

施設組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周

南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組合、周南地区福祉

施設組合、光地区消防組合、柳井地域広域水道企業団、岩国

地区消防組合、宇部・山陽小野田消防組合、山口県市町総合

事務組合 

 

別表第３ 第３条第６号に規定する事務の対象とする非常勤の職員（第３条関係）  

団  体 対象とする非常勤の職員 

宇部市 １ 地方公務員法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員 

２ 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用された嘱託職員 

山口市 地方公務員法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員 

山陽小野田市 地方公務員法第 22条の２第１項に規定する会計年度任用職員 
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山口県市町総合事務組合規約  新旧対照表 (案 ) 

新 旧 

別表第１  

組合を組織する地方公共団体(第 2 条関係) 

 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体

（第３条関係） 

共同処理する

事務 
共同処理する団体 

１ 略 略 

２ 第３条第

２号に規定

する事務 

宇部市(交通局に限る。)、周

防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町、

玖珂地方老人福祉施設組合、

周東環境衛生組合、熊南総合

事務組合、山口県市町総合事

務組合 

３ 略 略 

４ 略 略 

５ 略 略 

６ 第３条第

６号に規定

する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市(別表第 3に規定する非

常勤の職員に限る。)、山口市

(別表第 3に規定する非常勤の

職員に限る。)、防府市、下松

市、岩国市、光市、長門市、

柳井市、美祢市、周南市、山

陽小野田市(別表第 3に規定す

る非常勤の職員に限る。)、周

防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町、

周南地区福祉施設組合、玖珂

地方老人福祉施設組合、周東

環境衛生組合、田布施・平生

水道企業団、熊南総合事務組

合、周南地区衛生施設組合、

山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖

珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、

田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、

周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組

合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南

東部環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、

山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医

療広域連合、萩・長門清掃一部事務組合、宇

部・山陽小野田消防組合 

別表第１  

組合を組織する地方公共団体(第 2 条関係) 

 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共団体

（第３条関係） 

共同処理する

事務 
共同処理する団体 

１ 略 略 

２ 第３条第

２号に規定

する事務 

宇部市(交通局に限る。)、周

防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町、

周東環境衛生組合、玖珂地方

老人福祉施設組合、熊南総合

事務組合、山口県市町総合事

務組合 

３ 略 略 

４ 略 略 

５ 略 略 

６ 第３条第

６号に規定

する事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇部市(別表第 3 に規定する非

常勤の職員に限る。)、山口市

(別表第 3 に規定する非常勤の

職員に限る。)、防府市、下松

市、岩国市、光市、長門市、

柳井市、美祢市、周南市、山

陽小野田市(別表第 3 に規定す

る非常勤の職員に限る。)、周

防大島町、和木町、上関町、

田布施町、平生町、阿武町、

柳井地区広域消防組合、周東

環境衛生組合、玖珂地方老人

福祉施設組合、田布施・平生

水道企業団、熊南総合事務組

合、周南東部環境施設組合、

山口県内の全市町、柳井地区広域消防組合、周

東環境衛生組合、玖珂地方老人福祉施設組合、

田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、

周南東部環境施設組合、周南地区衛生施設組

合、周南地区福祉施設組合、光地区消防組合、

柳井地域広域水道企業団、岩国地区消防組合、

宇部・山陽小野田消防組合、山口県後期高齢者

医療広域連合、山口県市町総合事務組合 

 

-28-



  

 柳井地区広域消防組合、光地

区消防組合、岩国地区消防組

合、周南東部環境施設組合、

柳井地域広域水道企業団、山

口県市町総合事務組合、山口

県後期高齢者医療広域連合 

７ 略 略 

８ 第３条第

８号に規定

する事務 

宇部市、萩市、下松市、光

市、長門市、柳井市、美祢

市、山陽小野田市、周防大島

町、和木町、上関町、田布施

町、平生町、阿武町、周南地

区福祉施設組合、玖珂地方老

人福祉施設組合、周東環境衛

生組合、熊南総合事務組合、

周南地区衛生施設組合、柳井

地区広域消防組合、光地区消

防組合、周南東部環境施設組

合、山口県市町総合事務組

合、山口県後期高齢者医療広

域連合、萩・長門清掃一部事

務組合、宇部・山陽小野田消

防組合 

９ 略 略 

10 略 略 

11 第３条第

11 号に規定

する事務 

山口県内の全市町、周南地区

福祉施設組合、玖珂地方老人

福祉施設組合、周東環境衛生

組合、田布施・平生水道企業

団、熊南総合事務組合、周南

地区衛生施設組合、柳井地区

広域消防組合、光地区消防組

合、岩国地区消防組合、周南

東部環境施設組合、柳井地域

広域水道企業団、山口県市町

総合事務組合、萩・長門清掃

一部事務組合、宇部・山陽小

野田消防組合 

 

 

 

 

 
 

 周南地区衛生施設組合、周南

地区福祉施設組合、光地区消

防組合、柳井地域広域水道企

業団、岩国地区消防組合、山

口県後期高齢者医療広域連

合、山口県市町総合事務組合 

７ 略 略 

８ 第３条第

８号に規定

する事務 

宇部市、萩市、下松市、光

市、長門市、柳井市、美祢

市、山陽小野田市、周防大島

町、和木町、上関町、田布施

町、平生町、阿武町、柳井地

区広域消防組合、周東環境衛

生組合、玖珂地方老人福祉施

設組合、熊南総合事務組合、

周南東部環境施設組合、周南

地区衛生施設組合、周南地区

福祉施設組合、光地区消防組

合、宇部・山陽小野田消防組

合、山口県後期高齢者医療広

域連合、山口県市町総合事務

組合 

 

９ 略 略 

10 略 略 

11 第３条第

11 号に規定

する事務 

下関市、宇部市、山口市、萩

市、防府市、下松市、岩国

市、光市、長門市、柳井市、

美祢市、周南市、山陽小野田

市、周防大島町、和木町、上

関町、田布施町、平生町、阿

武町、柳井地区広域消防組

合、周東環境衛生組合、玖珂

地方老人福祉施設組合、田布

施・平生水道企業団、熊南総

合事務組合、周南東部環境施

設組合、周南地区衛生施設組

合、周南地区福祉施設組合、

光地区消防組合、柳井地域広

域水道企業団、岩国地区消防

組合、宇部・山陽小野田消防

組合、山口県市町総合事務組

合 
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